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 ３月４日(土)、今年度の人権講演会が皆様のお陰で無事に終了しました。川口泰司さん 

の「知ってた？部落差別解消法が施行！～寝た子はネットで起こされる！？」の感想を抜 

粋して紹介します。           

○川口さんのお話を聞いて、心の底に沈んでいた思いが 

わき上がってくるように感じました。部落差別はもう 

ないどころか、よけいに広がっているのだという現実 

を突きつけられたように思いました。今これを機に、 

部落差別について、学んでいかなければならないと強 

く思いました。力強い講演ありがとうございました。 

○知らないことが差別につながってしまうということに 

 改めて恐ろしさを感じました。当事者との出会いが大 

 切。まさにその通りだと感じました。ヘイトスピーチ 

 に対するカウンターの行動は、本当に心強く涙が出そうでした。私も自分が出来ること 

を一つでもしていきたいと思います。 

                〇今日はありがとうございました。部落問題について 

                 正しく学ぶこと、正しく向き合うことの大切さを自 

分のまわりの人と学習していきます。  

                〇法の施行を喜んでいました。しかし講演を聴き、決 

して喜べない、法を作らなければならない程の差別 

の現実があることが分かりました。この法の成立を 

自治体や市民に啓発していく取り組みが必要です。                             

                                 

 

 

 

  先月(2/25)号で、全文を紹介した「部落差別解消法」を、皆さんに知っていただきたいと思い、 

その意義について今月号から少しずつ説明していきます。まずは、第１条（目的）からです。 

 

                           第１の意義 

（目的）                      「部落差別」という文言を法律の名前に使用 

  第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在   し、その第一条（目的）に「現在もなお 

するとともに、情報化の進展に伴って部落差別   部落差別が存在する」ことを明記し、今 

に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、  日においても重要な課題であることを再 

全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本   認識している点。 

国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されな  第２の意義 

いものであるとの認識の下にこれを解消するこ   部落差別の完全撤廃を目的にすることを 

とが重要な課題であることに鑑み、部落差別の   条文で明確に述べている点。 

解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地  第３の意義 

方公共団体の責務を明らかにするとともに、相   「国及び地方公共団体の責務」の存在を 

談体制の充実等について定めることにより、部   法律の条文で明確に記している点。 

落差別の解消を推進し、もって部落差別のない  第４の意義  

社会を実現することを目的としている。      第一条で「情報化の進展～」について明 

記し、ネット上の悪質な部落差別事件の 

現状も明確にふまえている点。                
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今年度も「休日サロン」の日を利用して、月に１回「フラダンス教室」を隣保館で開催します。宇佐市

の「フラ・マハロ」代表の佐々木裕子先生の「市民の皆さんにフラダンスのすばらしさを知ってほしい」

という思いから無料での開催です。興味のある方は是非ご参加ください。 

講師（佐々木裕子）からのメッセージ 

「ハワイの音楽に合わせ、手の動きで月 花 風 などを表現するフラダンス、 

基本的に素足で踊り（足指の運動の促進）、幾つかのステップの組み合わせ 

なので、小さなお子さまからご年配の方まで楽しむことが出来ます。」    

  

   

クラス１「親子でフラダンス」３歳～小学生まで   

時間 １０：００～１１：００ 

   クラス２「一般」（どなたでも参加できます） 

        時間 １１：００～１２：００ 

 

 

 

                            

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ４月の休日開館 

※第２日曜日  4月 9日 10:00～12:00      第４日曜日  4月 23日 10:00～12:00 

       隣保館休日サロン               ヒューライツ・シネマ 

・ハローワークの求人票等の閲覧          上映映画 「あん」 

・悩み事の相談等々                     ※ハンセン病に関する映画です！   

フラダンス教室           上映時間  10:00～12:00 

 １０：００～ 親子でフラダンス               

１１：００～ 一般                      上映場所 隣保館・集会室（２階）                

                                ※入場無料 

開催日時  ５月７日（日） 

午前１０時～ 

開催場所  宇佐市隣保 

参加費 １人２００円（上映費） 

主催 宇佐聴覚障害者協会 

全日本ろうあ連盟創立７０周年記 

念ドキュメンタリー映画「段また段 

を成して」の上映会を上記の日程 

で開催します。詳細は次号(4/25) 

でお知らせします。 

     

 

    開催時間   開催場所 

宇佐地区 13:30～16:00  宇佐市隣保館 

安心院地区 9:00～12:00  総合保健福祉センター 

院内地区  13:30～16:00  院内支所農林研修室 

※人権擁護委員が、皆さんの悩みごとをお聞きし

ます。お気軽にお越しください。 

 

《申込先》 

フラ・マハロ 代表 佐々木裕子 

   宇佐市大字山本 1604 

   ℡ 090-5295-9502 

 

 

※子どもだけでも OK！ 


